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(57)【要約】
　放射線検出器が、ダイヤモンド材料の基板と、基板の
表面に形成された少なくとも１つの電極とを備える。電
極は、電極の材料の少なくとも一部が基板の表面の下方
にあるように、基板の表面内の空洞内に堆積された導電
性材料を含む。空洞は、通常、ホウ素ドープ・ダイヤモ
ンドなどの導電性材料が堆積される細長いトレンチ又は
チャネルである。いくつかの実施例では、少なくとも２
つの電極が、基板の表面に互いに隣接して位置する。他
の実施例では、デバイスは複数の電極を備え、複数の電
極のうちの少なくとも１つは第１の表面に位置し、複数
の電極のうちの少なくとも１つは基板の対向する第２の
表面に位置する。後者の場合、基板の一方の表面にある
電極は、基板の対向する表面にある電極に導電性ビアに
よって接続することができ、導電性ビアは、導電性材料
で充填又はコーティングされた貫通孔からなる。典型的
には、電極は相互にかみ合わされた構成で配置され、各
電極は複数の細長い電極要素を有する。かかる電極要素
はそれぞれ、別の電極の少なくとも１つの隣接する電極
要素と平行に延びる。



(2) JP 2010-509766 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイヤモンド材料の基板と、前記基板の少なくとも一つの表面に形成された少なくとも
１つの電極とを備える放射線検出器であって、前記電極が導電性材料を含み、該導電性材
料の少なくとも一部が前記基板の前記表面の下方にあるように、前記基板の前記表面内の
空洞内に堆積された、放射線検出器。
【請求項２】
　前記基板の表面に互いに隣接して位置する少なくとも２つの電極を備える、請求項１に
記載の放射線検出器。
【請求項３】
　複数の電極を備え、前記複数の電極のうちの少なくとも１つが前記基板の第１の表面に
位置し、前記複数の電極のうちの少なくとも１つが前記基板の対向する第２の表面に位置
する、請求項１又は請求項２に記載の放射線検出器。
【請求項４】
　前記基板の一つの表面にある電極が、前記基板の前記対向する表面にある電極に１つ又
は複数の導電性ビアによって接続される、請求項３に記載の放射線検出器。
【請求項５】
　複数の電極が相互にかみ合わされた構成で配置され、各電極が複数の細長い電極要素を
有し、各電極要素が他の電極の少なくとも１つの隣接する電極要素と平行に延びる、請求
項２から４までのいずれか一項に記載の放射線検出器。
【請求項６】
　隣接する電極要素が、前記基板の中へ、隣接する電極要素間の距離に相当するか又はそ
れを超える深さにまで延び、したがって、隣接する電極要素が前記基板の表面に対して垂
直な方向に重なり合う、請求項５に記載の放射線検出器。
【請求項７】
　前記電極要素が、前記基板の前記表面に対して垂直な方向に、前記基板の厚みの少なく
とも５０％の深さを有する、請求項６に記載の放射線検出器。
【請求項８】
　各電極の前記導電性材料が堆積される前記空洞が、細長いトレンチ又はチャネルとして
形成される、請求項１から７までのいずれか一項に記載の放射線検出器。
【請求項９】
　前記空洞内に堆積される前記導電性材料が、導電性であるドープ・ダイヤモンド材料を
含む、請求項１から８までのいずれか一項に記載の放射線検出器。
【請求項１０】
　前記電極材料が、ホウ素を添加されたダイヤモンドを含む、請求項９に記載の放射線検
出器。
【請求項１１】
　前記電極材料中のドーパント濃度が、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３より大きい、請
求項１０に記載の放射線検出器。
【請求項１２】
　前記電極材料が金属を含む、請求項１から８までのいずれかに記載の放射線検出器。
【請求項１３】
　前記金属がホウ素である、請求項１２に記載の放射線検出器。
【請求項１４】
　前記金属がカーバイド形成金属である、請求項１２に記載の放射線検出器。
【請求項１５】
　前記カーバイド形成金属が、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ又はＣｒである、請求項１４に記載の放射
線検出器。
【請求項１６】
　前記放射線検出器と電子測定回路との接続を可能にするために、前記基板内に形成され
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た前記少なくとも１つの電極に付着されたオーム性の外部接点をさらに含む、請求項１か
ら１５までのいずれか一項に記載の放射線検出器。
【請求項１７】
　前記基板の第１の表面と前記基板の対向する第２の表面との間に前記基板を貫通して延
びる、導電材料の１つ又は複数の接続部又はビアを含む、請求項１から１６までのいずれ
か一項に記載の放射線検出器。
【請求項１８】
　前記基板の前記第１の表面に形成された検出器構造を有し、前記１つ又は複数の接続部
又はビアが、前記基板の前記対向する第２の表面上に接点を画定するように設けられ、前
記接点を用いて前記検出器構造への電気的接続を行うことができる、請求項１７に記載の
放射線検出器。
【請求項１９】
　前記接続部又はビアが、前記基板の前記対向する表面に形成された前記検出器構造のそ
れぞれの共通接点領域を相互接続する、請求項１７又は請求項１８に記載の放射線検出器
。
【請求項２０】
　前記接続部又はビアが、前記第１の表面上の検出器構造に電気的に接続された前記対向
する第２の表面上の接点に検出器のバイアス電圧を印加することを可能にし、且つ前記接
点から電気出力信号を得ることを可能にする、請求項１８又は請求項１９に記載の放射線
検出器。
【請求項２１】
　各接続部又はビアが、前記対向する第１の基板表面と第２の基板表面との間に前記基板
表面に対して実質的に垂直な方向に延びる貫通孔を含み、前記貫通孔の内面が導電材料で
コーティングされるか、或いは前記貫通孔の内部が導電材料で少なくとも部分的に充填さ
れる、請求項１７から２０までのいずれか一項に記載の放射線検出器。
【請求項２２】
　前記貫通孔をコーティング又は充填するために使用される前記導電材料が、前記電極を
形成するために使用される導電材料と同じである、請求項２１に記載の放射線検出器。
【請求項２３】
　各コネクタ又はビアの前記貫通孔の幅と深さの比が、前記貫通孔の内面が導電材料でコ
ーティングされうるか又は少なくとも部分的に充填されうるように、０．５～１０である
、請求項２１又は請求項２２に記載の放射線検出器。
【請求項２４】
　両面検出器を形成するように、前記基板の前記第１及び第２の両表面上に形成されたそ
れぞれの相互にかみ合わされた第１及び第２の電極配列を含み、前記電極配列が前記接続
部又はビアによって接続される、請求項１９に記載の放射線検出器。
【請求項２５】
　放射線検出器を製造する方法であって、ダイヤモンド材料の基板を準備すること、前記
基板の第１の表面に少なくとも１つの空洞を形成すること、及び前記空洞内に導電性材料
を堆積させて前記基板の前記第１の表面に電極を形成することを含み、したがって前記電
極を形成する材料の少なくとも一部が前記基板の前記第１の表面の下方にある、方法。
【請求項２６】
　前記空洞の前記表面の少なくとも一部を調製し、前記空洞内に前記電極が表面及び表面
近傍の電子状態の密度を最小化するように形成されることを含む、請求項２５に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記表面の物理的性質及び構造と前記表面の終端とを制御して、前記表面及び表面近傍
の電子状態の密度を最小化することを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記表面の表面下損傷を抑制して、前記表面及び表面近傍の電子状態の密度を最小化す
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ることを含む、請求項２６又は請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記基板の前記第１の表面に互いに隣接する少なくとも２つの電極を形成することを含
む、請求項２５から２８までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　複数の電極を相互にかみ合わされた構成で形成することを含み、各電極が複数の細長い
電極要素を有し、各電極要素が別の電極の少なくとも１つの隣接する電極要素と平行に延
びる、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記空洞を形成し、前記空洞内に前記電極の前記導電性材料が細長いトレンチ又はチャ
ネルとして堆積されることを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記空洞をレーザ切断プロセスによって形成することを含む、請求項３１に記載の方法
。
【請求項３３】
　前記レーザ切断されたトレンチ又はチャネルに、イオン・ビーム・エッチング、反応性
イオン・エッチング又はプラズマ・エッチングによるさらなる処理を施して、前記トレン
チ又はチャネルの前記表面に実質的に損傷がないようにすることを含む、請求項３２に記
載の方法。
【請求項３４】
　前記導電性材料の堆積後に前記基板の前記第１の表面を研磨して、同一平面上にあるダ
イヤモンド基板及び電極表面を含む表面をもたらすステップを含む、請求項２５から３３
までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記放射線検出器と電子測定回路との接続を可能にするために、前記基板内に形成され
た前記電極にオーム性の外部接点を形成することを含む、請求項２５から３４までのいず
れか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記基板の前記第１の表面と前記基板の対向する第２の表面との間に、導電材料を含む
１つ又は複数の接続部又はビアを形成することを含む、請求項２５から３５までのいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記１つ又は複数の接続部又はビアを、前記対向する第１の基板表面と第２の基板表面
の間に前記基板表面に対して実質的に垂直な方向に少なくとも１つの貫通孔をレーザ切断
し、且つ前記貫通孔の内面を導電材料でコーティングするか又は前記貫通孔の内部を少な
くとも部分的に導電材料で充填することによって形成することを含む、請求項３６に記載
の方法。
【請求項３８】
　各コネクタ又はビアの前記貫通孔を、前記貫通孔の内面が導電材料でコーティングされ
うるか又は少なくとも部分的に充填されうるように、幅と深さの比を０．５～１０として
形成することを含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　各コネクタ又はビアの前記貫通孔の幅と深さの比又は直径と深さの比を、前記相互にか
み合わされた電極配列の前記トレンチ又は空洞の幅と深さの比又は直径と深さの比の５０
％以内として形成することを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記レーザ切断された貫通孔に、イオン・ビーム・エッチング、反応性イオン・エッチ
ング又はプラズマ・エッチングによるさらなる処理を施して、前記貫通孔の前記表面に実
質的に損傷がないようにすることを含む、請求項３７から３９までのいずれか一項に記載
の方法。
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【請求項４１】
　前記貫通孔を、前記基板の前記表面に前記少なくとも１つの電極を画定するために使用
された導電材料と同じ材料でコーティング又は充填することを含む、請求項３７から３９
までのいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイヤモンド材料を含む放射線検出器、及びかかる放射線検出器を製造する
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体が、半導体材料中に電子－正孔対を生成することによって電離放射線を検出する
ソリッドステートの電離箱（ｓｏｌｉｄ－ｓｔａｔｅ　ｉｏｎｉｓａｔｉｏｎ　ｃｈａｍ
ｂｅｒ）を製作するために構成されうる。材料には電子トラップがほとんどないという条
件で、電離放射線によって生成された電荷は、（電界を印加することによって）適切な電
極へ一掃され、次いで適切な外部電子回路によって測定されうる。シリコンが多くのかか
る検出器用の現在の選択材料であるが、利用可能な代替材料がある。ダイヤモンドは、ワ
イドバンドギャップの半導体であり、放射線検出器を製作するために構成されうる。ダイ
ヤモンドベースの放射線検出器は、文献、例えばＷＯ２００４０２３１６０において報告
されている。しかし、物理的環境及び放射線環境という点で不利である環境向けの非常に
堅牢な放射線検出器に関する要件があり、これは十分には取り組まれていない要件である
。
【０００３】
　特にアルファ粒子及びベータ粒子（又は放射線）の検出及び監視に現在使用されている
、シリコンをベースとするソリッドステートの電離箱は、原子力施設などの環境で使用す
る場合、十分には堅牢でない。さらに、シリコンベースの検出器は、温度の影響を受けや
すく、したがって補償電子機器を必要とするだけでなく、可視スペクトル光の影響も受け
やすく、したがって最外表面上に不透明なコーティングも必要とし、不透明なコーティン
グは、依然としてアルファ粒子及びベータ粒子を通過させることができるくらい薄くなけ
ればならない。そのような検出器は、デコミッショニング並びに原子力発電所の日々の運
転に使用され、したがって環境はほこりっぽく且つ侵食性であることが多い。
【０００４】
　そのような状況では、検出器は、薄い不透明な外部コーティングを通って傷がつく（し
たがって検出器を光の影響を受けやすくする）か、或いは繊細なデバイスの構造自体を損
傷することにより、最外表面の洗浄の間に損傷を受けることが多い。そのような検出器は
、安全システムの一部であることが多いので、光が検出器要素に到達することによって引
き起こされる誤認警報のリスク、或いは定期的な洗浄時の損傷によってデバイスが完全に
故障する可能性が、重要な考慮すべき点である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、比較的堅牢な、したがってより信頼性の高い検出器を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、ダイヤモンド材料の基板と、その基板の少なくとも一つの表面に形成
された少なくとも１つの電極とを備える放射線検出器が提供され、電極は、導電性材料を
含み、該導電性材料の少なくとも一部が基板の表面の下方にあるように、基板の表面内の
空洞内に堆積されている。
【０００７】
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　放射線検出器は、基板の表面に互いに隣接して位置する少なくとも２つの電極を備える
ことができる。
【０００８】
　別法として、放射線検出器は複数の電極を備えることができ、複数の電極のうちの少な
くとも１つは前記基板の第１の表面に位置し、複数の電極のうちの少なくとも１つは基板
の対向する第２の表面に位置する。
【０００９】
　後者の場合、基板の一つの表面にある電極は、基板の対向する表面にある電極に１つ又
は複数の導電性ビア（ｖｉａ）によって接続されうる。
【００１０】
　複数の電極が相互にかみ合わされた構成で配置され、各電極は複数の細長い電極要素を
有し、各電極要素は別の電極の少なくとも１つの隣接する電極要素と平行に延びることが
できる。
【００１１】
　一実施例では、隣接する電極要素が、基板の中へ、隣接する電極要素間の距離に相当す
るか又はそれを超える深さにまで延びることができ、したがって、隣接する電極要素は基
板の表面に対して垂直な方向に重なり合う。
【００１２】
　電極要素は、基板の前記表面に対して垂直な方向に、基板の厚みの少なくとも５０％の
深さを有することが好ましい。
【００１３】
　各電極の導電性材料が堆積される空洞は、細長いトレンチ又はチャネルとして形成され
うる。
【００１４】
　空洞内に堆積される導電性材料は、導電性であるドープ・ダイヤモンドを含むことがで
きる。
【００１５】
　例えば、電極材料は、ホウ素ドープ・ダイヤモンド（ホウ素を添加されたダイヤモンド
）を含むことができる。
【００１６】
　電極材料中のドーパント濃度は、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３より大きいことが好
ましい。
【００１７】
　電極材料は、ホウ素などの材料、又はＷ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒなどのカーバイド形成金属
を含むことができる。
【００１８】
　放射線検出器は、放射線検出器と電子測定回路との接続を可能にするために、基板内に
形成された前記少なくとも１つの電極に付着されたオーム性の外部接点をさらに含むこと
ができる。
【００１９】
　放射線検出器は、基板の第１の表面と基板の対向する第２の表面との間に基板を貫通し
て延びる、導電材料の１つ又は複数の接続部又はビア（ｖｉａｓ）を含むことができる。
【００２０】
　放射線検出器は、基板の第１の表面に形成された検出器構造を有することができ、前記
１つ又は複数の接続部又はビアは、基板の対向する第２の表面上に接点を画定するように
設けられ、その接点を用いて検出器構造への電気的接続を行うことができる。
【００２１】
　接続部又はビアは、基板の対向する表面に形成された検出器構造のそれぞれの共通接点
領域を相互接続することができる。
【００２２】



(7) JP 2010-509766 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

　接続部又はビアは、第１の表面上の検出器構造に電気的に接続された対向する第２の表
面上の接点に検出器のバイアス電圧を印加することを可能にし、且つその接点から電気出
力信号を得ることを可能にするために配置されることが好ましい。
【００２３】
　各接続部又はビアは、対向する第１の基板表面と第２の基板表面との間に基板表面に対
して実質的に垂直な方向に延びる貫通孔を含むことができ、貫通孔の内面は導電材料でコ
ーティングされるか、或いは貫通孔の内部は導電材料で少なくとも部分的に充填される。
【００２４】
　貫通孔をコーティング又は充填するために使用される導電材料は、電極を形成するため
に使用される導電材料と同じであることが好ましい。
【００２５】
　各コネクタ又はビアの貫通孔は、貫通孔の内面が導電材料でコーティングされうるか又
は少なくとも部分的に充填されうるように、幅と深さの比が０．５～１０であることが好
ましい。
【００２６】
　放射線検出器は、両面検出器を形成するように、基板の第１及び第２の両表面上に形成
されたそれぞれの相互にかみ合わされた第１及び第２の電極配列を含むことができ、電極
配列は、接続部又はビアによって接続される。
【００２７】
　さらに本発明によれば、放射線検出器を製造する方法が提供され、この方法は、ダイヤ
モンド材料の基板を準備すること、基板の第１の表面内に少なくとも１つの空洞を形成す
ること、及び空洞内に導電性材料を堆積させて基板の第１の表面に電極を形成することを
含み、したがって電極を形成する材料の少なくとも一部が基板の第１の表面の下方にある
。
【００２８】
　上記方法は、空洞の表面の少なくとも一部を調製し、空洞内に電極が表面及び表面近傍
の電子状態の密度を最小化するように形成されることを含むことができる。
【００２９】
　上記方法は、表面の物理的性質及び構造と表面の終端とを制御して、表面及び表面近傍
の電子状態の密度を最小化することを含むことができる。
【００３０】
　上記方法は、表面の表面下損傷（ｓｕｂｓｕｒｆａｃｅ　ｄａｍａｇｅ）を抑制して、
表面及び表面近傍の電子状態の密度を最小化することをさらに含むことができる。
【００３１】
　上記方法は、基板の第１の表面に互いに隣接する少なくとも２つの電極を形成すること
を含むことができる。
【００３２】
　上記方法は、複数の電極を相互にかみ合わされた構成で形成することを含むことができ
、各電極は複数の細長い電極要素を有し、各電極要素は別の電極の少なくとも１つの隣接
する電極要素と平行に延びる。
【００３３】
　上記方法は、空洞を形成し、空洞内に電極の導電性材料が細長いトレンチ又はチャネル
として堆積されることを含むことができる。
【００３４】
　上記方法は、空洞をレーザ切断プロセスによって形成することを含むことができる。
【００３５】
　レーザ切断されたトレンチ又はチャネルには、イオン・ビーム・エッチング、反応性イ
オン・エッチング又はプラズマ・エッチングによるさらなる処理が施されて、トレンチ又
はチャネルの表面に実質的に損傷がないようにすることができる。
【００３６】
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　上記方法は、導電性材料の堆積後に基板の第１の表面を研磨して、同一平面上にあるダ
イヤモンド基板及び電極表面を含む表面をもたらすステップを含むことができる。
【００３７】
　上記方法は、放射線検出器と電子測定回路との接続を可能にするために、基板内に形成
された電極にオーム性の外部接点を形成することを含むことができる。
【００３８】
　上記方法は、基板の第１の表面と基板の対向する第２の表面との間に、導電材料を含む
１つ又は複数の接続部又はビアを形成することを含むことができる。
【００３９】
　前記１つ又は複数の接続部又はビアは、対向する第１の基板表面と第２の基板表面の間
に基板表面に対して実質的に垂直な方向に少なくとも１つの貫通孔をレーザ切断し、且つ
貫通孔の内面を導電材料でコーティングするか又は貫通孔の内部を少なくとも部分的に導
電材料で充填することによって形成されうる。
【００４０】
　各コネクタ又はビアの貫通孔の幅と深さの比又は直径と深さの比は、貫通孔の内面が導
電材料でコーティングされうるか又は少なくとも部分的に充填されうるように、０．５～
１０として形成されることが好ましい。
【００４１】
　上記方法は、各コネクタ又はビアの貫通孔の幅と深さの比又は直径と深さの比を、相互
にかみ合わされた電極配列のトレンチ又は空洞の幅と深さの比又は直径と深さの比の５０
％以内として形成することを含むことができる。
【００４２】
　レーザ切断された貫通孔には、イオン・ビーム・エッチング、反応性イオン・エッチン
グ又はプラズマ・エッチングによるさらなる処理が施されて、貫通孔の表面に実質的に損
傷がないようにすることができる。
【００４３】
　上記方法は、貫通孔を、基板の表面に前記少なくとも１つの電極を画定するために使用
された導電材料と同じ材料でコーティング又は充填することを含むことができる。
【００４４】
　本発明の放射線検出器は、アルファ粒子、ベータ粒子、相対論的重イオン、パイ中間子
、ｘ線などの任意の電離放射線を検出するために使用されうる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】半導体材料を利用した既知の放射線検出器の一般配置を示す簡略概略図である。
【図２】本発明による放射線検出器の相互にかみ合わされた電極構造の概略平面図（原寸
に比例していない）である。
【図３】図２の放射線検出器の側面図である。
【図４】図２の４－４線の断面図である。
【図５】本発明による放射線検出器の代替実施例を示す簡略図（原寸に比例していない）
である。
【図６】図５の６－６線の断面図である。
【図７】別の電極構成を有する本発明による放射線検出器の代替実施例の、図４の断面図
と同様の部分断面図である。
【図８】別の電極構成を有する本発明による放射線検出器の代替実施例の、図４の断面図
と同様の部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　ＣＶＤダイヤモンドは、ダイヤモンド材料が十分低い電子トラップ数を有するという条
件で、電子－正孔対を生成することによって電離放射線（例えば、５．５ｅＶを超えるエ
ネルギーをもつ光子、アルファ粒子、ベータ粒子など）を検出するために使用されうるこ
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とが知られている。ダイヤモンドを研磨すると、表面の下方に電荷担体を捕獲しうる表面
下損傷を導入することは、あまり知られていないことである。この表面下損傷は、電離放
射線によって生成された何らかの或いは任意の電荷がダイヤモンド材料上の電子に到達す
るのを阻止し、したがって検出器の感度を低下させ、場合により検出を完全に抑える可能
性があることもまた、一般に理解されていない。
【００４７】
　これまで報告されている検出器の大部分は、ダイヤモンド表面上の単純な金属電極に頼
っており、この金属電極は、平坦な金属パッド又は相互にかみ合わされた電極構造とする
ことができる。どちらのタイプの電極でも、依然として、通常はそもそも電極を表面上に
形成できるようにするために必要とされるダイヤモンド研磨プロセスによって導入された
表面下損傷の影響を受ける。検出器は、成長させた（ａｓ－ｇｒｏｗｎ）ダイヤモンド表
面上に電極又は電気接点を直接形成することによって実現されている。しかし、これらに
は、最表面も粗い（したがって汚染されやすく且つ洗浄が困難になる）上に、劣悪な環境
にさらされる繊細な金属表面を有するという欠点がある。
【００４８】
　本発明は、基板の表面の全体的なレベルより下にあり、したがって上記課題の影響を受
けない電極を形成することによってこの問題を回避する。基板は、電極が形成される前に
研磨されうる。別法として、電極が基板の表面の全体的なレベルより下に形成された後、
基板の表面は、電極に損傷を与えずに研磨されうる。
【００４９】
　図１は、半導体検出器要素１０を用いた放射線検出器の構成を非常に簡略化した概略図
で示す。検出器要素は電極１２及び１４を備え、電極１２及び１４はバイアス電圧源１６
及び電荷測定システムに接続される。検出器はソリッドステートの電離箱として動作する
ので、高エネルギー粒子又は光子が検出器要素を通過するときに、正孔又は電子を解放す
る。この現象による小さい電流パルスが、測定システムによって検出され表示される。
【００５０】
　図２～４は、本発明の堅牢なダイヤモンドベースの放射線検出器を非常に簡略化した概
略図（原寸に比例していない）で示す。検出器は、多結晶ダイヤモンド又は単結晶ダイヤ
モンドを含むことができるダイヤモンド材料の基板１８を備える。多結晶ダイヤモンド材
料の場合、基板は、電子的特性であり、すなわち相互にかみ合わされた電極のアノード－
カソード間距離より大きい、印加電界１Ｖ／μｍにおける電荷収集距離、或いは５０μｍ
より大きい印加電界１Ｖ／μｍにおける電荷収集距離を有している。そのような材料は通
常、電荷捕獲及び再結合中心として働く単一の置換窒素（ｓｉｎｇｌｅ　ｓｕｂｓｔｉｔ
ｕｔｉｏｎａｌ　ｎｉｔｒｏｇｅｎ）などの大粒径且つ低密度の点欠陥を有する。
【００５１】
　単結晶ダイヤモンド材料の場合、基板は、好ましくは、参照によりその内容が本明細書
に組み込まれる国際公開ＷＯ０１／９６６３４号かＷＯ０１／９６６３３号のどちらかで
開示されている方法で製作され、したがって優れた電子物性を有する。どちらの場合にも
、ダイヤモンド基板は、化学気相成長（ＣＶＤ）技法によって形成される。また、基板の
ダイヤモンドは「真性ダイヤモンド」と称される。
【００５２】
　相互にかみ合わされた電極が基板の片側だけにある実施例では、基板は、デバイスの共
通接点領域用トレンチ（下記参照）と電極用トレンチの深い方に対して選択された深さよ
りも、好ましくは少なくとも５０μｍ厚く、より好ましくは少なくとも１００μｍ厚く、
より好ましくは少なくとも２００μｍ厚く、最も好ましくは少なくとも３００μｍ厚い厚
みを有するように選択される。
【００５３】
　検出器が対向する両主表面上に相互にかみ合わされた電極を備える実施例では、基板は
、共通接点領域用トレンチと電極用トレンチのうちの深い方の深さの２倍よりも、好まし
くは少なくとも５０μｍ厚く、より好ましくは少なくとも１００μｍ厚く、より好ましく
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は少なくとも２００μｍ厚く、最も好ましくは少なくとも３００μｍ厚い厚みを有するよ
うに選択される。
【００５４】
　基板の第１の主表面２０は、最初に、ラッピング或いはラッピング及び研磨によって許
容平滑度になるまで処理される。要求される平滑度は、電極のトレンチをレーザ切断した
ときに、レーザ経路が、安定しており、表面上で位置が定まらない（ｗａｎｄｅｒ　ａｂ
ｏｕｔ）ものではなく、且つトレンチの底部が十分滑らかであるようなものである。処理
後の表面の二乗平均平方根粗さ（Ｒｑ）は、好ましくは５００ｎｍ未満、より好ましくは
２００ｎｍ未満、より好ましくは１００ｎｍ未満、より好ましくは８０ｎｍ未満、より好
ましくは５０ｎｍ未満、より好ましくは３０ｎｍ未満、更により好ましくは２０ｎｍ未満
、最も好ましくは１０ｎｍ未満である。
【００５５】
　別法として、表面は、未加工（ａｓ－ｇｒｏｗｎ）状態から、或いはラッピング後又は
ラッピング及び研磨後に、イオン・ビーム・ミリング、反応性イオン・エッチング、レー
ザ・アブレーションなどの技法によって処理されうる。こうした処理後の表面の二乗平均
平方根粗さ（Ｒｑ）は、好ましくは５００ｎｍ未満、より好ましくは２００ｎｍ未満、よ
り好ましくは１００ｎｍ未満、より好ましくは８０ｎｍ未満、より好ましくは５０ｎｍ未
満、より好ましくは３０ｎｍ未満、より好ましくは２０ｎｍ未満、最も好ましくは１０ｎ
ｍ未満である。
【００５６】
　基板２０の表面の全体的なレベルの下に電極２２及び２４用の場所を設けるために、一
連の細長いトレンチが、レーザ切断又はレーザミリング或いは反応性イオン・エッチング
又はイオン・ビーム・ミリングによって基板表面を切断する。本発明の第１の実施例では
、トレンチは、互いに平行に延び、好ましくは１０～１００μｍの深さ及び１０～１００
μｍの幅を有する。隣接するトレンチは、２０～１００μｍ、典型的には約３０～８０μ
ｍの距離で隔てられる。トレンチは、横断面がほぼ矩形であり、典型的にはトレンチの幅
が上部よりも下部でわずかに狭くなっていて、幅と深さの比（すなわち、幅÷深さ）が、
好ましくは０．５～１０．０、より好ましくは０．６～５．０、より好ましくは０．７～
３．０、最も好ましくは０．８～２．０である。トレンチがホウ素ドープ・ダイヤモンド
で埋められる場合、好ましい幅と深さの比は２．０～１０．０である。
【００５７】
　基板の対向する端部２６及び２８には、横方向に延びるトレンチを切断して共通接点領
域３０及び３２用の場所を設け、共通接点領域３０及び３２には、それぞれのすべての細
長い接点要素２２及び２４が接続される。共通接点領域３０及び３２は、検出器に対する
外部電気接点を形成するために使用されうる。共通接点領域用のトレンチは、横断面がほ
ぼ矩形であり、幅と深さの比が、好ましくは０．５～１０．０、より好ましくは０．６～
５．０、より好ましくは０．７～３．０、最も好ましくは０．８～２．０である。トレン
チがホウ素ドープ・ダイヤモンドで埋められる場合、好ましい幅と深さの比は２．０～１
０．０である。
【００５８】
　共通接点領域用のトレンチは、検出器の縁部に沿うか又は検出器の縁部に隣接すること
ができ、或いは検出器の表面上の他の場所に位置することができる。共通接点領域は、検
出器の１つ又は複数の縁部と平行とすることができるが、必ずしもそうでなくてもよい。
【００５９】
　レーザ切断又はレーザミリングの代わりに、他の方法がトレンチを形成するために使用
されうる。例えば、イオン・ビーム・エッチング、プラズマ・エッチング、反応性イオン
・エッチングなど、或いはこれらの技法の組合せが、トレンチを形成するために使用され
うる。この方法の好ましい例では、レーザ切断が最初にトレンチを形成するために使用さ
れ、イオン・ビーム・エッチング、反応性イオン・エッチング又はプラズマ・エッチング
を用いた第２段階の処理が、トレンチの表面に実質的に損傷がないようにするために適用
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される。
【００６０】
　図５及び６を参照して説明する本発明の一態様によれば、１つ又は複数の貫通孔又はビ
アが、基板１８の前面２０と対向する第２の背面３４とを接続するために形成されうる。
これは、レーザ切断又はレーザ穴あけを用いて実現されることが好ましい。図５及び６に
示されている実施例では、第１のビア３６及び第２のビア３８が設けられ、第１のビア３
６及び第２のビア３８は、それぞれ基板の前面上及び背面上の共通接点領域３０及び３２
を相互接続する。
【００６１】
　ビアは、通常は円形断面を有する孔であり、円筒形又はわずかに先細りになっている。
ビアの適切な直径と深さの比の範囲は、電極及び共通接点領域用に作られたトレンチのそ
れと大まかに同じである。ビアの直径と深さの比は、好ましくは０．５～１０．０、より
好ましくは０．６～５．０、より好ましくは０．７～３．０、最も好ましくは０．８～２
．０である。ビアが存在する場合、共通接点領域として用意されるトレンチは、ビアで終
端する。ビアがホウ素ドープ・ダイヤモンドで埋められる場合、好ましい直径と深さの比
は２．０～１０．０である。
【００６２】
　ビアは、上述のように、検出器の対向する前面及び背面上の共通接点領域を相互接続す
るために設けることができるが、片面検出器に設けることもできる。これにより検出器の
背面と電気的に接触することが可能になり、これは滑らかで堅牢な検出器表面を実現する
際に望ましい。
【００６３】
　共通接点領域のトレンチのアスペクト比（すなわち、幅と深さの比）は、それが導電性
接点を設ける場合に使用される技法に適合するように選択される。当業者なら、異なるコ
ーティング技法が、異なる「スローイング・パワー（ｔｈｒｏｗｉｎｇ　ｐｏｗｅｒｓ）
」、すなわち狭い穴の下方又は隅々にコーティングする能力を有することに気付くであろ
う。ＣＶＤダイヤモンド堆積又はスパッタリングなど、中程度のスローイング・パワーだ
けを有する技法では、できるだけ高いアスペクト比を用いることがより良い。使用される
技法が、無電解ニッケルめっきなどの高いスローイング・パワーを有する場合、低いアス
ペクト比が選択されうる。
【００６４】
　電極、共通接点領域及びオプションのビア用のトレンチ／貫通孔が基板内に製作された
後、基板は、レーザ切断によって生じた破片、特に黒鉛の破片を除去するために洗浄され
る。典型的には、これは、高温濃硫酸及び硝酸カリウムを使用するなど、当技術分野で知
られる方法を用いて行われる。
【００６５】
　本発明の一態様によれば、最初に必要な貫通孔をレーザ切断又は穴あけによって形成し
た後、ビアの内面には、イオン・ビーム・エッチング、反応性イオン・エッチング又はプ
ラズマ・エッチングを用いて第２段階の処理が施されて、貫通孔の表面に実質的に損傷が
ないようにすることができる。
【００６６】
　トレンチ／貫通孔のレーザ切断面は、有意な表面下損傷がなく（すなわち電子トラップ
がなく）、したがって、衝突する電離放射線によって生成された担体は、使用時に接点を
介して印加された電界（一般に０．２～５．０Ｖ／μｍ）によって、相互にかみ合わされ
た接点へ容易に一掃されうる。
【００６７】
　次に、トレンチ及びビア（存在する場合）は、相互にかみ合わされた電極自体を画定す
るように導電性材料で充填されるか又は部分的に充填される。導電性ホウ素ドープ・ダイ
ヤモンドが電極を形成するために使用されることが好ましい。ホウ素ドープ・ダイヤモン
ドのホウ素濃度は、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３より大きく、より好まし
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くは１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３より大きく、最も好ましくは５×１０２０ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３より大きい。ホウ素ドープ・ダイヤモンドの場合、５×１０２０ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３を超えるホウ素ドーパント濃度は、真の金属導電特性をもたらす。電極が導電性ダ
イヤモンド材料で形成される場合、普通なら応力を誘発し、場合により電子トラップを引
き起こすことになる、電極と検出器の基板の材料との間の有意な熱膨張の不整合がない。
さらに、電極と固有の基板材料（ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｍａｔｅｒ
ｉａｌ）の接触面は、電極の効率に影響を及ぼしうる中間材料が存在しないので、ほとん
ど完璧である。
【００６８】
　トレンチ及びビア（存在する場合）がホウ素ドープ・ダイヤモンドで充填される場合、
ホウ素ドープ・ダイヤモンドはＣＶＤ法によって堆積されることが好ましい。基板全体は
、ほぼ均一な厚みの、ほぼ相似形且つ連続的な層で覆われる。堆積された層の厚みは、ト
レンチの深さを超える必要はない。ビアの場合、ビアは、それが相互にかみ合わされた電
極が形成されるトレンチよりも深い必要があるので、このステップで完全に充填される可
能性は低い。しかし、ビアの直径と深さの比を適切に選択することにより、ビアの内面全
体が導電性ホウ素ドープ・ダイヤモンド層でコーティングされる。直径と深さの比は、好
ましくは０．５～１０、より好ましくは０．６～５、より好ましくは０．７～３、最も好
ましくは０．８～２である。ビアの貫通孔の直径と深さの比又は幅と深さの比は、トレン
チ又は空洞の比の５０％程度以内、好ましくは３０％以内、より好ましくは２０％以内、
最も好ましくは１０％以内である。
【００６９】
　別法として、適切なアスペクト比を選択することにより、１つ又は複数のビアは、ホウ
素ドープ・ダイヤモンド堆積プロセスの間に部分的に充填することができ、残りの空間は
、金属又は他の導電材料で充填することができる。
【００７０】
　基板の両表面上に相互にかみ合わされた電極配列がある実施例では、ホウ素ドープ・ダ
イヤモンドの第２段階の堆積が第２の表面上のトレンチを埋める必要があるのは、当業者
には明らかであろう。しかし、埋められるべき第１の表面が、下記のように、第２の表面
が埋められうる前に処理して元に戻されなければならないことは、当業者には明らかでな
いかもしれない。
【００７１】
　トレンチがホウ素ドープ・ダイヤモンドで埋められるか又は部分的に埋められた後、表
面は、トレンチもビアも以前に形成されなかった領域において基板のダイヤモンドを再露
出させるように処理されなければならない。正確に処理するために、除去された材料の量
が測定されうる基準面を有する必要がある。こうした理由から、空間を埋めるのは２段階
で実施されなければならない。
【００７２】
　ラッピング或いはラッピング及び研磨の従来の技法を、成長し過ぎたホウ素ドープ・ダ
イヤモンドを処理して元の基板表面のレベルに戻す場合に用いることができる。基板が単
結晶ＣＶＤダイヤモンドである場合、スカイフ研磨（ｓｃａｉｆ　ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）
の技法を用いることが有利となりうる。
【００７３】
　かかる処理後の表面の二乗平均平方根粗さ（Ｒｑ）は、好ましくは５００ｎｍ未満、よ
り好ましくは２００ｎｍ未満、より好ましくは１００ｎｍ未満、より好ましくは８０ｎｍ
未満、より好ましくは５０ｎｍ未満、より好ましくは３０ｎｍ未満、より好ましくは２０
ｎｍ未満、最も好ましくは１０ｎｍ未満である。
【００７４】
　表面が処理された後、ホウ素ドープ・ダイヤモンドの相互にかみ合わされた電極のアノ
ード及びカソードは、互いに電気的に分離される。
【００７５】



(13) JP 2010-509766 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

　両面検出器の第２の面を完成させるためには、上記のプロセスが繰り返される。
【００７６】
　代替実施例では、電極は、選択された金属又は他の半導体から形成されうるとともに、
特定用途向けに最適化されうる。代替実施例では、トレンチは、どのタイプの放射線が検
出されるべきかに応じて、例えば、カーバイド生成金属（Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒなど）、
又は自然の同位体存在度のホウ素、すなわち濃縮同位体１０Ｂ（ｉｓｏｔｏｐｉｃａｌｌ
ｙ　ｅｎｒｉｃｈｅｄ　１０Ｂ）、或いは軽濃縮２３５Ｕ（ｍｉｌｄｌｙ　ｅｎｒｉｃｈ
ｅｄ　２３５Ｕ）で充填することができる。
【００７７】
　検出器表面の開放領域に対する電極の「マーク・スペース」比、すなわち電極の幅と２
つの隣接する電極間の空隙の幅の比（電極の幅÷２つの隣接する電極間の空隙の幅）は、
それぞれの特定用途向けに最適化されうる。
【００７８】
　マーク・スペース比は、検出器の１つ又は複数の表面全体にわたって同じとすることが
でき、或いは変化することができる。例えば、対向する表面上に１対の相互にかみ合わさ
れた電極を備える検出器の場合、マーク・スペース比は、２対の相互にかみ合わされた電
極の場合とは異なるように選択されてもよい。
【００７９】
　多結晶ダイヤモンド材料から形成された基板の場合、電極離隔距離（一般に約５０ミク
ロン）は、結晶粒界が検出器の感度に影響を及ぼさないように、ＣＶＤダイヤモンド基板
の表面での粒径（一般に１００～２００ミクロン）よりも小さいことが重要である。した
がって、デバイスは、単結晶検出器と同じように機能するが、検出器領域をより大きくす
ることができるという利点を有する。
【００８０】
　図３に概略的に示されているように、真のオーム性の外部接点４０及び４２（室温以上
で本質的にゼロ活性化エネルギーを有する）が、金属カーバイド界面材料（Ｔｉ、Ｃｒ、
Ｍｏ、Ｗなど）の使用により、導電性ホウ素ドープ・ダイヤモンド接点の共通接点領域３
０及び３２上に形成されて、検出器への電気的接続４４及び４６を行うことが可能となる
。真のオーム性（ｔｒｕｅ　ｏｈｍｉｃ）の接点は、カーバイド生成金属がホウ素ドープ
・ダイヤモンド以外の接点材料として使用されるときに、金属接点領域上に形成される。
【００８１】
　検出器の前面と背面を接続するビアがある場合、図５及び６の実施例のように、真のオ
ーム性の外部接点４８及び５０が、基板の背面３４上のビア３６及び３８が充填された端
面上に形成され、それによって、前面２０（環境にさらされている）が堅牢でない部分の
ない且つ外部測定システムへの接続が背面（環境から保護されるか又は保護されうる）か
ら行われる検出器が提供される。
【００８２】
　オーム性の接点を付着することができるプロセスは、当技術分野で知られている。広く
使用されている１つのプロセスは、スパッタリング技法を用いて所要の領域上に薄いチタ
ン層（０．１～５ｎｍ）を堆積させ、続いてやはりスパッタリング技法を用いて０．１～
１μｍの厚い金層を堆積させることである。接点の堆積後、接点を有する検出器は、４０
０～５００℃の真空中で数分間（多くの場合１～５分間）アニールされる。このオーム性
の接点により、検出器を従来のシリコン放射線検出器で使用される種類の外部電子測定回
路に接続することができる。
【００８３】
　ダイヤモンド上にオーム性の接点を形成するための、当技術分野で知られる別のプロセ
スは、スパッタリング技法によってチタン層と金層の間に約１ｎｍ～１００ｎｍの厚みで
堆積された白金層を使用する。
【００８４】
　当技術分野で知られる別のプロセスは、チタン層の代わりに約０．１～５ｎｍの厚みを
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有するクロム層を使用する。
【００８５】
　ホウ素ドープ・ダイヤモンド又はホウ素金属を使用することは、電極が低Ｚであり且つ
組織等価であるという利点を有する。
【００８６】
　ダイヤモンドだけから成るものの表面は、高い耐食性、耐浸食性且つ耐摩耗性であるの
で、本発明の放射線検出器は、対象とする用途でいかなる保護カバーも必要としない。
【００８７】
　検出器表面は、平らであり且つ研磨されており、したがって汚染しにくく、電極と検出
器構造のどちらにも損傷を与えず容易に洗浄することができる。
【００８８】
　相互にかみ合わされた埋込み電極構造は、アルファ粒子及びベータ粒子、遠紫外線（エ
ネルギー＞５．４ｅＶ）並びにＸ線放射を検出するために使用されうる。
【００８９】
　電極中のホウ素が１０Ｂである場合、遅い中性子もまた、アルファ粒子の発生、したが
って、
【数１】

によって検出することができる。ただし、Ｑは余剰エネルギーである。
【００９０】
　本発明の異なる実施例では、基板の表面内に形成されたトレンチは、異なるタイプの放
射線の検出を容易にするために異なる材料で充填される。
【００９１】
　アルファ粒子又はベータ粒子検出器を製作するために、トレンチは、ホウ素ドープ・ダ
イヤモンド又はＷ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｒなどのカーバイド形成金属で、或いはＷ、Ｍｏ、Ｔ
ｉ、Ｃｒなどのカーバイド形成金属の薄層の上にＡｕ、Ｃｕ、Ｐｔなどの別の金属で充填
されうる。
【００９２】
　中性子検出器を製作するために、トレンチは、高中性子捕獲断面（ｈｉｇｈ　ｎｅｕｔ
ｒｏｎ　ｃａｐｔｕｒｅ　ｃｒｏｓｓ　ｓｅｃｔｉｏｎ）を有する材料で充填される。適
切な材料の例としては、１０Ｂ、１１Ｂ、２３５Ｕなどでドープされたダイヤモンドがあ
る。
【００９３】
　ダイヤモンド検出器内に検出器の表面の下方に電極を形成することにより、比較的繊細
な電極は、比較的より堅牢なダイヤモンド基板によって保護され、したがって取扱い又は
他のファクタによる損傷の影響を受けにくい。
【００９４】
　トレンチの深さがトレンチ間の横方向距離と比べて比較的小さい浅いトレンチを使用す
ると、接点を機械的に保護するが、表面上に電極を備える既知のデバイスと比べてデバイ
スの幾何形状を実質的に修正しない。しかし、トレンチの深さが電極間隔と同程度か又は
それより大きい深いトレンチの使用は、検出器の領域を効果的に増大させて、デバイスの
感度（所与のフラックスから生じた信号が検出される）を向上させる。したがって、デバ
イスの全体的な性能もまた、本発明の方法によって改善されうる。
【００９５】
　さらに、本発明の放射線検出器が、普通なら、材料の厚みを通過する電離粒子から十分
な信号を得るために比較的厚い基板の対向面上に電極を備えることができるという状況下
で、対向する電極の隣接し且つ平行する深いトレンチを相互にかみ合わされた形で置くこ



(15) JP 2010-509766 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

とにより、ほぼ同等の感度を得ることができ、所与の粒子経路を検出する材料の体積はほ
ぼ同じであるが、印加される電界はこの場合、従来の設計に見られるように基板の表面に
対して実質的に垂直ではなく、基板の表面と実質的に平行である。そのような代替実施例
では、電極２２及び２４を形成する隣接する深いトレンチは、図７に示されているように
、基板１８の一方の表面２０を起点とすることができ、或いは、対向する電極は、図８に
示されているように、両表面を起点とし且つ基板の厚みの真ん中で重なり合うことができ
る。隣接する電極は本質的に基板の表面に対して垂直な方向に重なり合う。
【００９６】
　図８の実施例の場合、トレンチの深さは、トレンチが図示のように重なり合う場合、基
板の厚みの半分を超えなければならないことは明らかである。いずれにしても、トレンチ
の深さは深いほどよい。特に図８の配置では、トレンチの深さが深いほど、重複部分の範
囲が大きくなる。トレンチの深さは、基板の厚みの好ましくは少なくとも５０％、より好
ましくは少なくとも６０％、より好ましくは少なくとも７０％、最も好ましくは少なくと
も８０％である。この実施例では、トレンチは、その深さの少なくとも１０％、好ましく
は少なくとも１５％、より好ましくは少なくとも２０％、より好ましくは少なくとも２５
％、最も好ましくは少なくとも３０％に対して重なり合う。この実施例では、対向する表
面から入り込むトレンチは、同じ深さである必要はない。
【００９７】
　これにより、普通は接点構造が両表面上にある放射線検出器に関連する感度を、検出器
によって検出されるべき厳しい環境とは逆方向に向いた面とすることができる一方の表面
上だけに接点構造を有するデバイスにおいて、達成することができるだけでなく、さらに
、そのことは、材料内で必要とされる電荷収集距離を短縮すること（すなわち、材料は、
検出器の性能が大きく影響を受ける前に放射線損傷量が増加する可能性がある）によりデ
バイスの放射線硬度を向上させるために利用することもできる。
【００９８】
　この後者の効果は、同一体積の真性ダイヤモンドを対象とするより大きな表面積の電極
間の距離を短くすることにより暗電流が高くなるという点で、ある程度まで暗電流又は雑
音とのトレード・オフ（ｔｒａｄｅ－ｏｆｆ）をもたらす。しかし、ダイヤモンド、特に
高純度ダイヤモンドは、非常に低い固有暗電流を有しており、十分に準備された低損傷表
面を有する深いトレンチを有する高純度ダイヤモンドを利用して本発明に従って製作され
た検出器は、依然として非常に低い暗電流を保持することができる。トレンチの設計を用
途に応じて慎重に調整することにより、本発明は、暗電流が動作を妨げるほど高くならず
に放射線硬度を向上させるという点で、非常に有益となりうる。
【００９９】
　放射線硬度を向上させたダイヤモンド検出器構造向けのこの設計は、熱中性子（すなわ
ち、約０．０２５ｅＶのエネルギーをもつ中性子）の検出に使用されうるように、他の検
出器特徴、例えば変換層と組み合わせることもできる。変換層の例としては、２３８Ｕ及
び１０Ｂがあり、ここで核反応は、それぞれ
　ｎｔｈ＋２３８Ｕ→ＦＦ１（約９７ＭｅＶ）＋ＦＦ２（約６５ＭｅＶ）＋ｖｎｔｈ＋Ｅ
及び
　ｎｔｈ＋１０Ｂ→７Ｌｉ＊（０．８４ＭｅＶ）＋４Ｈｅ（１．４７ＭｅＶ）
であり、式中、ｎｔｈは熱中性子を表し、ＦＦは核分裂片を表し、ｖは数、一般に２又は
３であり、Ｅは核反応時に放出されるガンマ線のエネルギーを表す。
【０１００】
　この適用例では、印加電界が基板の表面と平行であることは、２次放射線場によってダ
イヤモンド層の最初の数マイクロメートルの深さに形成された重照射損傷に対するデバイ
スの感受性を低下させるとともに、さらに入り込むより低いレベルの放射線から依然とし
て十分な信号を与える。
【０１０１】
　したがって、本発明の検出器設計は、優れた機械的堅牢性、高い感度、及び放射線損傷
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に対する優れた堅牢性を提供し、ある面で、表面下損傷が接点のすぐ下のダイヤモンド中
に存在することがなく、製作がより容易である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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